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戦略的イノベーション創造プログラム（ＳＩＰ） 

知的財産の扱いに関する運用指針 

 

令和４年１２月２３日 

ガ バ ニ ン グ ボ ー ド 

 

１．目的 

○ＳＩＰの研究開発成果に関する論文の適切な発表、発明・考案・ノウハウ等の知的財産（以下「知

財」という。）及び知財に関して法令により定められた権利または法律上保護される利益に係る権

利とノウハウを使用する権利（以下「知財権」という。）の適切な運用・管理のため、これらの扱い

に関する運用指針を定める。 

○研究推進法人等又は研究開発責任者は、本運用指針に基づき、ＳＩＰで創出した知財の海外流

出を防止するとともに、オープン・クローズ戦略の下にパテントプール化など知財権の戦略的な活

用により、国際競争力の強化や新たな産業の創出につなげるよう、取り組むものとする。 

 

２．知財委員会 

○課題又は課題を構成する研究項目ごとに、知財委員会を研究推進法人等又は研究開発責任者

の所属機関（委託先）に置く。 

○知財委員会は、研究開発成果に関する論文発表及び知財の権利化・秘匿化・公表等の方針決

定等のほか、必要に応じ知財権の実施許諾に関する調整等を行う。 

○知財委員会は、原則としてＰＤ又はＰＤの代理人、主要な関係者、専門家等から構成する。 

○知財委員会の詳細な運営方法等は、知財委員会を設置する機関において定める。 

 

３．知財及び知財権に関する取り決め 

○研究推進法人等は、秘密保持、バックグラウンド知財権（研究開発責任者やその所属機関等が、

プログラム参加前から保有していた知財権及びプログラム参加後にＳＩＰの事業費によらず取得

した知財権）、フォアグラウンド知財権（プログラムの中でＳＩＰの事業費により発生した知財権）の

扱い等について、予め委託先との契約等により定めておく。 

 

４．バックグラウンド知財権の実施許諾 

○他のプログラム参加者へのバックグラウンド知財権の実施許諾は、知財の権利者が定める条件

に従い（（注）あるいは「プログラム参加者間の合意に従い」）、知財の権利者が許諾可能とする。 

○当該条件等の知財の権利者の対応が、ＳＩＰの推進（研究開発のみならず、成果の実用化・事業

化を含む）に支障を及ぼすおそれがある場合、知財委員会において調整し、合理的な解決策を

得る。 

 

５．フォアグラウンド知財権の取扱い 

○フォアグラウンド知財権は、原則として産業技術力強化法第１７条第１項を適用し、発明者である

研究開発責任者の所属機関（委託先）に帰属させる。 
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○再委託先等が発明し、再委託先等に知財権を帰属させる時は、知財委員会による承諾を必要と

する。その際、知財委員会は条件を付すことができる。 

○知財の権利者に事業化の意志が乏しい場合、知財委員会は、積極的に事業化を目指す者によ

る知財権の保有、又は積極的に事業化を目指す者への実施権の設定を推奨する。 

○参加期間中に脱退する者に対しては、当該参加期間中にＳＩＰの事業費により得た成果（複数年

度参加の場合は、参加当初からのすべての成果）の全部又は一部に関して、脱退時に研究推進

法人等が無償譲渡させること及び実施権を設定できることとする。 

○知財の出願・維持等に係る費用は、原則として知財の権利者による負担とする。共同出願の場

合は、持ち分比率及び費用負担は、共同出願者による協議によって定める。 

 

６．フォアグラウンド知財権の実施許諾 

○他のプログラム参加者へのフォアグラウンド知財権の実施許諾は、知財の権利者が定める条件

に従い（（注）あるいは「プログラム参加者間の合意に従い」）、知財の権利者が許諾可能とする。 

○第三者へのフォアグラウンド知財権の実施許諾は、プログラム参加者よりも有利な条件にはしな

い範囲で知財の権利者が定める条件に従い、知財の権利者が許諾可能とする。 

○当該条件等の知財の権利者の対応が、ＳＩＰの推進（研究開発のみならず、成果の実用化・事業

化を含む。）に支障を及ぼすおそれがある場合、知財委員会において調整し、合理的な解決策を

得る。 

 

７．フォアグラウンド知財権の移転、専用実施権の設定・移転の承諾 

○産業技術力強化法第１７条第１項第４号に基づき、フォアグラウンド知財権の移転、専用実施権

の設定・移転には、合併・分割による移転の場合や子会社・親会社への知財権の移転、専用実

施権の設定・移転の場合等（以下「合併等に伴う知財権の移転等の場合等」という。）を除き、研

究推進法人等の承認を必要とする。 

○合併等に伴う知財権の移転等の場合等には、知財の権利者は研究推進法人等との契約に基づ

き、研究推進法人等の承認を必要とする。 

○合併等に伴う知財権の移転等の後であっても研究推進法人は当該知財権に係る再実施権付実

施権を保有可能とする。当該条件を受け入れられない場合、移転を認めない。 

 

８．終了時の知財権の取扱い 

○研究開発終了時に、保有希望者がいない知財権等については、知財委員会において対応（放棄、

又は研究推進法人等による承継）を協議する。 

 

９．国外機関等（外国籍の企業、大学、研究者等）の参加 

○当該国外機関等の参加が課題推進上必要な場合、参加を可能とする。 

○適切な執行管理の観点から、研究開発の受託等に係る事務処理が可能な窓口又は代理人が国

内に存在することを原則とする。 

○国外機関等については、知財権は研究推進法人等と国外機関等の共有とする。 

 


